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新規資産取得費用に対する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新規資産取得費用の 50%につい

て追加所得控除を認める勅令第

642 号が発行されました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昨年、勅令第604号によって、2015年11月3日から2016

年12月31日の期間に購入し使用可能な状態となった*

新規資産について、取得費用の100%控除が認められ

ました。資産を取得した同会計期間内に支払われた金

額が控除の対象となりました。

今年も、国内投資の継続的な促進のため、新規資産の

取得費用の50%控除を認める勅令第642号が新たに発

行されました。優遇税制の対象は、2017年1月1日から

2017年12月31日の期間に購入し使用可能となった*以

下の新規資産で、同会計期間内に支払われた金額が

控除の対象となります。：

1. 機械、部品、設備、工具、器具および備品（5会計年

度で均等按分）

2. コンピュータプログラム（3会計年度で均等按分）

3. タイ国内の登録車（10人乗り以下の乗用車およびバ

スを除く。ただし、リース・レンタル事業での使用を目的

とする場合は含む）（5会計年度で均等按分）

4. 土地を除く居住目的ではない恒久的建物（20会計

年度で均等按分）
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当該資産に求められる要件:

1. 2017年12月31日 までに使用可能な状態であり、新品であること （*機械と恒久的建物を除く）。

2. タイ国内に存在していること（登録車を除く）。

3. 一部または全部が歳入法典に定められた他の税務恩典の対象ではないこと（ただし勅令604号を除く。追記参照）。

4. 投資奨励法により免税が付与されている事業に一部または全部が使用されていないこと。

ただし、投資奨励対象のスキームであっても、未だ投資をしておらず、投資奨励により付与される税務恩典を使用してい

ない場合には、この所得控除の恩典を利用することができます。

この税務恩典の適用を希望する企業は歳入局のウェブサイトのフォーマットに従い、投資および支払計画を2017年12月

31日までに提出することが求められています。また、税務恩典が認められた該当資産に関する報告書も作成し、社内で

保管しておかなくてはなりません。報告書に記載すべき事項は別途通達が発行される見込みです。

もし、要件を満たさない資産がある場合は、その資産については最初の会計年度に遡り恩典が取り消されます。その場

合は、該当する会計年度の修正申告が求められます。

しかし、資産の売却、破損または消失については、その事象の発生した会計年度に当該資産について恩典が停止され

ます。この場合は既に享受済の税務恩典の修正は求められません。

追記：

勅令第604号の税務恩典の適用を受けた資産で規定期間内に支払いが終了していない場合、同資産に対して勅令第

642号を適用することが認められます。恩典の適用条件は、2017年1月1日から12月31日の間に残額が支払われることと、

歳入局のウェブサイトのフォーマットに従い、支払計画を2017年12月31日までに提出することです。

* 機械と恒久的建物はこれらの期間中に使用可能な状態になる必要はありません。
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